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摂
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食
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に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

リ
ン
は
、
人
体
の
骨
の
形
成
や
維
持
に
欠
か
せ
な
い
栄
養
素
で
あ
る
一
方
、
そ
の
過
剰
摂
取
は
腎
臓
に
負
担
を
か
け
、
老
化

の
原
因
に
な
る
と
い
う
研
究
結
果
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
厚
生
労
働
省
が
策
定
し
た
「
日
本
人
の
食
事
摂
取
基
準
（
二

〇
二
〇
年
版
）
」
策
定
検
討
会
報
告
書
（
以
下
、
検
討
会
報
告
書
）
で
は
、
「
リ
ン
は
多
く
の
食
品
に
含
ま
れ
て
お
り
、
通
常

の
食
事
で
は
不
足
や
欠
乏
す
る
こ
と
は
な
い
。
一
方
、
食
品
添
加
物
と
し
て
多
く
の
リ
ン
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
国
民
健
康
・

栄
養
調
査
な
ど
の
報
告
値
よ
り
も
多
く
の
リ
ン
を
摂
取
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
慢
性
腎
臓
病
（
Ｃ
Ｋ
Ｄ
）
で
は
リ
ン

摂
取
の
制
限
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
足
や
欠
乏
の
予
防
よ
り
も
、
過
剰
摂
取
の
回
避
が
重
要
と
い
え
る
」
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
食
品
添
加
物
に
含
ま
れ
る
無
機
リ
ン
の
体
内
吸
収
率
は
九
十
％
以
上
と
高
い
こ
と
か
ら
、
リ
ン
の
中
で
も

特
に
、
無
機
リ
ン
の
過
剰
摂
取
は
ま
さ
に
危
険
で
あ
る
と
さ
れ
る
。 

 

我
が
国
で
は
、
食
品
表
示
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
た
内
閣
府
令
で
あ
る
「
食
品
表
示
基
準
」
に
お
い

て
、
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
熱
量
、
た
ん
ぱ
く
質
、
脂
質
、
炭
水
化
物
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
表
示
を
義
務
付
け
る
と
と
も

に
、
飽
和
脂
肪
酸
、
食
物
繊
維
の
表
示
を
推
奨
し
て
い
る
が
、
リ
ン
を
含
む
ビ
タ
ミ
ン
・
ミ
ネ
ラ
ル
類
等
の
表
示
は
任
意
と
さ

れ
て
い
る
。 



 

２ 

 

 
ま
た
、
食
品
表
示
法
で
は
、
「
一
般
に
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
名
称
を
有
す
る
添
加
物
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
を
も
っ

て
、
別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
る
添
加
物
を
含
む
食
品
に
あ
っ
て
は
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
表
示
を

も
っ
て
、
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
一
括
名
表
示
が
容
認
さ
れ
て
お
り
、
イ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
や
ｐ
Ｈ

調
整
剤
、
香
料
、
乳
化
剤
等
は
当
該
添
加
物
の
物
質
名
を
記
載
す
る
必
要
が
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
ｐ
Ｈ
調
整
剤
は
「
ポ

リ
リ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
」
「
ク
エ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
」
「
酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
」
「
フ
マ
ル
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
」
と
い
っ
た
複
数
の

添
加
物
の
集
合
体
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
「
ポ
リ
リ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
」
は
リ
ン
添
加
物
の
一
つ
で
あ
る
が
、
物
質
名
の
記
載
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
購
入
す
る
側
は
リ
ン
が
含
ま
れ
て
い
る
か
の
判
断
を
す
る
の
が
困
難
な
状
態
と
な
っ
て

い
る
。 

 

今
や
慢
性
腎
臓
病
は
、
日
本
人
の
成
人
の
う
ち
八
人
に
一
人
が
患
う
国
民
病
に
な
っ
て
い
る
が
、
リ
ン
の
過
剰
摂
取
を
防
ぐ

こ
と
は
国
民
の
腎
臓
機
能
ひ
い
て
は
健
康
を
維
持
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す

る
。 

一 

検
討
会
報
告
書
で
は
、
「
生
活
習
慣
病
の
発
症
予
防
の
た
め
の
リ
ン
の
目
標
量
を
算
定
す
る
た
め
の
科
学
的
根
拠
は
十
分

で
は
な
く
、
今
回
は
設
定
し
な
か
っ
た
」
と
記
載
し
て
い
る
が
、
二
〇
一
五
年
、
欧
州
食
品
安
全
機
関
（
Ｅ
ｕ
ｒ
ｏ
ｐ
ｅ
ａ



 

３ 

 

ｎ 

Ｆ
ｏ
ｏ
ｄ 

Ｓ
ａ
ｆ
ｅ
ｔ
ｙ 

Ａ
ｕ
ｔ
ｈ
ｏ
ｒ
ｉ
ｔ
ｙ
）
は
、
成
人
の
一
日
摂
取
目
安
量
（
ａ
ｄ
ｅ
ｑ
ｕ
ａ
ｔ
ｅ 

ｉ
ｎ
ｔ

ａ
ｋ
ｅ
）
を
五
百
五
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
に
設
定
す
る
旨
の
報
告
書
を
公
表
す
る
等
、
諸
外
国
で
は
リ
ン
の
摂
取
基
準
を
明
確
に

示
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
検
討
会
報
告
書
で
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
「
リ
ン
必
要
量
の
算
定
の
た
め
に
、
生
体
指
標
を
用

い
た
日
本
人
の
リ
ン
摂
取
量
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
必
要
で
あ
る
」
と
結
ん
で
い
る
が
、
今
後
、
日
本
人
の
リ
ン
摂
取
量
に
関

す
る
デ
ー
タ
採
取
を
ど
の
よ
う
に
行
い
、
国
民
の
リ
ン
の
過
剰
摂
取
を
ど
の
よ
う
に
回
避
す
る
計
画
な
の
か
、
政
府
の
見
解

を
問
う
。 

二 

食
品
表
示
基
準
を
見
直
し
、
リ
ン
に
つ
い
て
、
表
示
の
義
務
付
け
も
し
く
は
表
示
の
推
奨
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
現

行
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
関
し
て
は
、
塩
分
の
過
剰
摂
取
が
人
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
認
識
の
広
ま
り
の
甲
斐
も
あ
り
、
他

の
ミ
ネ
ラ
ル
類
と
は
異
な
り
、
表
示
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
リ
ン
に
つ
い
て
も
表
示
の
義
務
付
け

を
行
う
べ
き
だ
と
考
え
る
と
こ
ろ
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

三 

添
加
物
の
一
括
名
表
示
で
は
当
該
添
加
物
の
有
害
性
を
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
添
加
物
の
全
て
の
物
質
名
表
示

義
務
付
け
は
記
載
欄
に
限
り
が
あ
る
関
係
で
現
実
的
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
リ
ン
等
の
過
剰
摂
取
が
人
体
に
影

響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
物
質
に
つ
い
て
は
表
示
を
義
務
付
け
る
等
の
措
置
を
取
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 
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右
質
問
す
る
。 


